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秋田県からのお知らせ

Aターン求人をしている県内中小企業の皆様へ！

東京圏からの移住促進と県内中小企業の人材確保を図るため、Aターン希望者と県内企業とのマッチン
グを強化し、就業等をした移住者に対し市町村と共同で移住支援金を支給するものです。市町村から支給
される『一般分』と、一般分への加算金として県から支給される『県単追加支援分』があります。

東京都23区在住者又は東京圏から23区内に
通勤する方が、移住支援金マッチングサイトに掲
載されている求人に応募し、就職した場合、市町
村から「移住支援金」を支給します。

一般分の支援金対象者のうち、先進技術の活用
を担う人材として、また人材不足が特に深刻な分
野において就職する技術職・専門職である場合、
県から更に支援金を支給します。

東京圏 からのAターン就業者に
最大200万円の移住支援金を支給します

※

※埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。

移住支援金の概要

●資本金10億円以上の法人でないこと
●みなし大企業でないこと
●本社所在地が東京圏以外であること
※その他の要件や例外規定もあります。
※登録は無料です。

●秋田県が定める次の産業に属する法人であること
　①地域経済を牽引する産業
　②地域の安全・安心・生活を支える産業
　③【全分野対象】 産業人材の確保のため、働きやすい職場
　　づくりに取り組む法人

※詳細については「秋田移住支援金マッチングサイト」をご覧ください。

お問合せ先／秋田県あきた未来創造部 移住・定住促進課 移住促進班 TEL.018-860-1234  Mail:iju@pref.akita.lg.jp

登録された法人の求人は
「バイトルNEXT」等の
転職サイトに掲載され、
広く求人を告知できます。

まずは
ご登録！

家族で移住 100万円/世帯

単身で移住 60万円/世帯

家族で移住 100万円/世帯

単身で移住 60万円/世帯

以下の要件を満たす法人であり、かつ移住支援金対象法人として県に登録されていることが条件となります。

移住支援金対象法人とは

移住支援金対象法人
大募集！

一般分 県単追加支援分


